
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  贈与税の配偶者控除を受けた年に相続が発生した場合     

Ｑ：私は今年、夫から自宅の贈与を受けま

した。贈与税の配偶者控除を受けようと思っ

ていたのですが、夫が事故で亡くなってしま

いました。この取り扱いは、どうなりますか？                        

                                             

Ａ：贈与税の申告をすれば、贈与税の配偶

者控除の適用が受けられます。 

【解説】 

相続税法では、相続開始の年に被相続人か

ら贈与により取得した財産の価額は、相続税

の課税価格に加算されることになっています

が、次の財産は、加算の対象にならないこと

となっています。 

 ①贈与税の非課税財産 

 ②特定障害者が贈与により取得した信託受益

権の価額うち一定の金額 

 ③国外に住所を有する者(無制限納税義務者

を除く)が贈与により取得した国外に所在

する財産 

 ④贈与税の配偶者控除の対象となる財産 

 ⑤直系尊属からの住宅取得等資金で贈与税の

非課税になるもの 

 ⑥直系尊属からの教育資金の一括贈与で贈与

税の非課税になるもの 

 ⑦直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈

与で贈与税の非課税になるもの 

  したがって、贈与税の配偶者控除の対象と

なる財産は相続税の課税価格に算入しなくて

いいのですが、この場合には、贈与税の申告

をして贈与税の配偶者控除の適用を受けなけ

ればなりません。 
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